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令和元年度 やつしろヘルスツーリズム計画策定事業 業務委託の業者選定に関わる

プロポーザル 実施要領 

 

１ 趣旨 

 

八代市では、「人をひきつけ、人が集う、活気ある“やつしろ”」を基本目標として、

新たな地域資源の発掘と他地域との広域連携、民間事業者及び本市が一体となった市民

が誇れる観光都市の実現を目指しています。 

今回、八代市観光振興計画（後期）に掲げている、ニューツーリズム（体験型旅行）

の推進として、八代市最大の観光地である日奈久温泉を核とし、旅行という非日常的な

楽しみの中で、健康回復や健康増進を図る体験型旅行「ヘルスツーリズム」の構築を目

指しています。 

本委託では、温泉をはじめとした食や自然など、様々な地域資源を活かすためのマー

ケティング調査、ビジョンコンセプト・ターゲットの分析等を行い、ヘルスツーリズム

に関する戦略及び事業計画の策定を実施するものです。 

なお、本事業は、市からの地方創生交付金により取り組むものです。 

 

２ 業務委託概要 

 

名 称 やつしろヘルスツーリズム計画策定事業 

契 約 期 間  契約の日から令和２年２月２８日（金） 

履 行 場 所  一般社団法人 DMO やつしろ（以下「発注者」という。）が指定する

場所。 

委託する業務 別紙１ やつしろヘルスツーリズム計画策定事業 業務委託仕様書

（以下「仕様書」という）のとおり 

契約保証金 契約額の 100 分の 10 

支払い方法  契約書に基づく 

契 約 額 契約上限額を 20,000,000 円（消費税を含む） 

 

３ 委託業者選定方法 

 

企画提案書等の公募によるプロポーザル方式。 

 

４ 参加資格 

（１）ヘルスツーリズム又は類似の業務にて、総合的な調査、分析、企画、運営等の業務

実績を有していること。  

（２）旅行業の業務実績を３年以上有していること。  

（３）国又は地方公共団体と、種類をほぼ同じくする契約等を、実施した実績を有してい

ること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  



2 
 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申し立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申し立てがさ

れていない者であること。  

（６）プロポーザル実施日前３年間、法人の事業等において刑法等の重大な法令に

違反して処罰等を受けていない者であること。 

（７）県南 15 市町村に制定される暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に

該当していないこと。 

 

５ 企画提案協議（プロポーザル方式）の日程 

本件プロポーザルの日程については以下の通りとします。 

手続き 日程・期限 

（1）公示、募集 ９月 １３日 （金） 

（2）質疑の提出期限 ９月 １９日 （木）17 時 00 分 

（3）質疑の回答期限 ９月 ２４日 （火） 

（4）提出書類の提出期限 ９月 ２７日 （金）17 時 00 分 

（5）企画提案競技審査会 ９月 ３０日 （月） 

（6）評価、採点 （5）後速やかに 

（7）結果の通知、公表 （5）より１週間程度後 

（8）契約内容の調整、仕様書の決定 （7）後速やかに 

（9）契約の締結 １０月上旬 

 

 

６ 企画提案協議（プロポーザル）の手順 

上記「５．企画提案競技（プロポーザル）の日程」に示した順に手続きの方法について

説明します。 

（１） 資料配布開始 

令和元年９月１３日付け、弊社ホームページに「やつしろヘルスツーリズム計画策

定事業」業務委託の募集内容を掲載します。 

①やつしろヘルスツーリズム計画策定事業 業務委託の業者選定に関わるプロポー

ザル実施要領 

②仕様書 

③提案書        （様式 1） 

・見積書        （様式 2） 

・類似契約実績書    （様式 3） 

・質疑書        （様式 4） 

ヘルスツーリズム計画策定等事業 業務委託業者選定のための公募型プロポーザ

ル評価項目 

（２） 質疑の提出 

質疑がある場合、質疑書（様式 4）に記載のうえ、９月１９日（木）17 時までに

電子メールにて送信下さい。その際、タイトルに「ヘルスツーリズム計画策定等

事業」業務委託と記載して下さい（送信先は「9．問い合わせ・各種文書提出
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先」を参照下さい）。 

（３） 質疑の回答 

質疑があった場合は、受付けた日の翌日を目途に回答します。回答方法は、発注

者のホームページに掲載することとします。 

（４） 提案書等の提出 

提出書類を以下の通り作成し、９月２７日（金）17 時までに、発注者に、持参若

しくは郵送(必着)にてご提出下さい。期限までに到着しない場合は無効としま

す。 

◆提出部数：各 10 部 （原本 1部、副本 9部）※下記の番号順に並べて綴じて

下さい。 

①提案書 表紙（様式 1） 

必要事項をもれなく記入し、代表者又は契約代理人の名義で記名押印して下

さい。 

②見積書（様式 2） 

様式は自由書式とします。 

 

③類似業務実績書（様式 3） （実績報告例を含む。※コピー可） 

 過去 3年以内に本件と類似業務を履行し、本件に活用できると思う実績があ

る場合は、指定様式に契約の概要を記載して下さい。実績としての提出上限

は 3件までとし、実績報告例があれば添付して下さい。 

   ④業務内容 （企画・提案） 

ア．業務内容（Ａ4縦 カラー） 

＜1＞マーケティング調査（現状調査、ビジョン・コンセプト設定） 

＜2＞ヘルスツーリズムプログラムの具体像検討 

＜3＞ヘルスツーリズムプログラムの実現に向けた提言 

イ．完成図書（報告書の提出様式イメージ） 

ウ．他社との差別化（実績、連携会社の範囲、優秀な人材）できるＰＲポイ

ントなど 

⑤体制表（様式自由） 

業務遂行のための人員配置等の実施体制について、具体的に記入して下さ

い。 

⑥工程表 

打合せから事業実施、納品までの各工程について、提案者が計画する工程を

記入して下さい。 

（５） 提出先 

    下記（9.問い合わせ・各種文書提出先）あてに郵送（必着）もしくは持参にて提

出してください。 

（６） プレゼンテーション及びヒアリング 

プレゼンテーション及びヒアリングについては下記のとおり実施します。 

日時：令和元年９月３０日（月）実施予定 

※日時・場所については参加者確定後にそれぞれ連絡いたします。 
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①発表時間については 1事業者につき 30 分以内のプレゼンテーションののち、審

査員によるヒアリング（約 10 分間）を実施します。 

②プレゼンテーションを行う者は契約を結んだ場合の編集会議に出席する責任者を

含む 3名以内の人員において行うこととします。 

③プロジェクター、スクリーンを使用する場合は事前にご連絡下さい。 

（７） 評価・採点 

①評価基準 

本件プロポーザルにおける評価項目、評価基準及び判定基準並びに評価基準点に

ついては、別紙の評価基準表の通りとします。 

②評価方法 

評価方法については、選定委員会を開催し、提案についてそれぞれ審査を行いま

す。 

④選定委員会による評価 

評価基準に基づき選定委員会において評価し、各項目における選定委員の評価点

の合計をもって各項目の評価点とします。 

⑤委託業者の決定 

委託業者の決定にあたっては、「選定委員会による評価」の総合点数の最も高い

企画提案書を提出した提案者（最高得点者）を契約予定者として選定します。た

だし、最高得点者が複数ある場合は選定委員会の議決により選定することとしま

す。 

※提案者が 1社のみの場合であっても審査は実施します。但し、審査会は開催せ

ず、書類審査のみになります。審査で配点合計の 6割以上の得点となった場合に

限り、候補者として選定します。 

（８）結果通知、公表 

本件プロポーザルについての結果については、参加者に封書にて通知します。 

（９）契約内容の調整、仕様書の決定 

本業務委託内容は、プロポーザル審査会の内容を含めて仕様書に追加し契約しま

す。 

（１０）契約の締結 

ヘルスツーリズム計画策定等事業業務委託契約書により契約を締結します。 

 

７ 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）提案期限を過ぎて企画提案書が提出された場合。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（３）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に

至った場合。 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（５）前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく審議に反する行為等委員長が

失格であると認めた場合。 
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８ 企画提案協議（プロポーザル）の注意事項 

（１）企画提案競技に参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。提出

後の提案書等の修正差替えはできません。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合は、今後行うプロポーザルへの参加資格の停止

措置等を行うことがあります。 

（３）採用された企画提案書の著作権は、発注者に帰属します。ただし、本プロポーザル

の採用にかかわらず発注者が本プロポーザルに関する報告、公表等のため必要な場

合は、プロポーザル参加者の承諾を得ず提出書類の内容を無償で使用することがで

きるものとします。 

（４）パンフレット等、その他提出書類は、すべて編集可能なデータによる提出としま

す。 

（５）提案書に必要な著作権の手続きは、各プロポーザル参加者にて行うものとします。 

（６）提出書類については返却しません。 

 

 

 

９ 問い合わせ・各種文書提出先 

〒866-0824 熊本県八代市上日置町 4772-10 JR 新八代駅内   

一般社団法人 DMO やつしろ 

（担当）白石・田中 

（TEL） 0965-31-8200  （FAX） 0965-32-2334 

Email:   healthtourism@dmo8246.jp   

 

 

 


